
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）歳出額、実質収支、人件費及び人件費率は、「地方財政状況調査」によります。

(2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　職員数は、18年４月１日現在の人数です。

(3) 特記事項

次のとおり給与等の抑制措置を実施しています。

　①　一般職員

　②　特別職

19年度 一律5.0％減

諸手当（地域手当、広域異動手当、管理
職手当、時間外勤務手当、休日勤務手
当、夜間勤務手当）を削減後の給料月額
で算定

役職加算措置の凍結（一律0％）
削減後の給料月額で算定

19年度
町長20.0％減　副町長15.0％減
教育長10.0％減

役職加算措置の凍結　15％→0％
削減後の給料月額で算定

17年度の人件費率

－

役職加算措置の抑制
　８級　15％→9％
　６・７級　10％→6％
　４・５級　5％→3％

給料 期末・勤勉手当

（参考）

借家に係る住居手当5,000円減
諸手当（調整手当、管理職手当、時間外
勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手
当）を削減後の給料月額で算定

役職加算措置の凍結（一律0％）
削減後の給料月額で算定

借家に係る住居手当5,000円減
諸手当（調整手当、管理職手当、時間外
勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手
当）を削減後の給料月額で算定

役職加算措置の凍結（一律0％）
削減後の給料月額で算定

人件費率歳出額　

Ｂ／Ａ　　　　　　Ａ

17年度 一律5.0％減

16年度 一律5.0％減

15年度 －

区分

18.7 ％

18年度 一律5.0％減

人件費

　　　　　　Ｂ

97,928 千円 881,065 千円 

実質収支

（参考）類似団体平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

給与費 一人当たり

借家に係る住居手当5,000円減
諸手当（地域手当、管理職手当、時間外
勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手
当）を削減後の給料月額で算定

役職加算措置の凍結（一律0％）
削減後の給料月額で算定

区分 給料 職員手当 期末・勤勉手当

職員数

　　　　　　Ａ

区分

18年度 6,640 人 4,707,426 千円 

住民基本台帳人口

　　　　　（18年度末）

18.7 ％

区分

18年度 109 人 396,372 千円 63,620 千円 153,592 千円 613,584 千円 5,629 千円 5,781 千円 

役職加算措置の凍結　15％→0％
削減後の給料月額で算定

17年度
町長20.0％減　助役15.0％減
収入役・教育長10.0％減

役職加算措置の凍結　15％→0％
削減後の給料月額で算定

18年度
町長20.0％減　助役15.0％減
教育長10.0％減

16年度
町長10.0％減　助役8.0％減
収入役・教育長7.0％減

役職加算措置の凍結　15％→0％
削減後の給料月額で算定

15年度 町長・助役・収入役・教育長5.0％減
役職加算措置の抑制　15％→9％
削減後の給料月額で算定
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　③　議会議員

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在)

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

16年度 －
役職加算措置の凍結
　15％→0％

17年度

－

－ －

－ －

19年度 －

区分 報酬 期末手当

18年度

15年度 －
役職加算措置の抑制
　15％→9％

98.7

95.9 96.0

89.6

92.8
93.9

85

90

95

100

長万部町 類似団体平均 全国町村平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

　①　一般行政職

　②　技能労務職

　

　

　

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成16～18年の３ヶ年）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので

　はありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年

　度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１  「平均給料月額」とは、平成19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

        諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

          また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が

        含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

参考民間

平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ平均年齢

の類似職種

－－343,333 円

公務員（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

－

310,783 円

51.9 歳

（国ベース）
平均年齢 平均給料月額職員数

対応する民間区分

（Ａ）

平均給与月額

長万部町

平均給与月額

5,536,872 円 －

326,004 円 419,763 円 351,392 円長万部町

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

43.10 歳

371,135 円

国 40.7 歳 325,724 円 － 383,541 円

北海道 43.5 歳 321,798 円 391,497 円

類似団体 43.3 歳 325,326 円

公務員

378,592 円 353,948 円

Ｃ／Ｄ

－

358,267 円

参考

332,690 円

5 人51.5 歳

46.3 歳

7 人

295,783 円

356,353 円363,082 円347,453 円 50.4 歳
自家用乗用
自動車運転者

－

346,228 円

うち
運転手

－－－－2 人52.9 歳
うち
その他

1.41257,500 円

－－－－343,944 円349,077 円307,413 円1,799 人北海道

－－－－320,514 円－287,094 円5,193 人48.8 歳国

－－－－283,707 円293,202 円271,177 円9 人

長万部町

民間（Ｄ）

5,813,341 円 －

48.6 歳類似団体

区分

うち
運転手

1.755,923,984 円 3,386,400 円

－
うち
その他
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(2) 職員の初任給の状況（平成19年４月１日現在）

(注)（　）内は、削減前の額です。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年４月１日現在）

経験年数
30年以上

391,305 円304,095 円－高校卒

一般行政職

中学卒

241,870 円

225,836 円 319,818 円

324,900 円

254,736 円

287,850 円

（170,200円）

124,560 円
138,400 円

（138,400円）

技能労務職

Ⅱ種170,200 円

（138,400円）

131,480 円 124,560 円
－

（138,400円） （138,400円）

131,480 円

（170,200円）

－

大学卒

－
（134,000円）

経験年数
10年以上15年未満

Ⅰ種183,800 円

国北海道区分

161,690 円 153,180 円

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満

高校卒

388,123 円295,783 円265,620 円

高校卒

中学卒

区分

一般行政職

大学卒

高校卒

技能労務職

区分
経験年数

20年以上25年未満

長万部町

127,300 円

経験年数
25年以上30年未満
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日）

（注）１ 長万部町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）平成18年に８級制から６級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

　 人事評価が未実施のため、昇給区分に差を設けていません。

24.6 ％

1 人 1.4 ％

17 人

10 人

４級

６級

職員数

主任 28 人 40.6 ％

主事、技師 5 人 7.3 ％

主査

１級 主事、技師、主事補、技師補

14.5 ％

課長、出納室長、事務局長 8 人 11.6 ％

構成比

課長補佐、主幹５級

３級

２級

区分 標準的な職務内容

12.5%

24.6%
22.2%

18.8%

11.6%
15.3%

13.7%

23.8%

17.5%

5.0%4.2%
1.4%

3.7%5.5%
7.3%

40.6% 37.5%

5.0%

15.3%

14.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成19年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（18年度) １人当たり平均支給額（18年度)

（18年度支給割合） （18年度支給割合） （18年度支給割合）

一般職員 一般職員 一般職員

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算 職制上の段階、職務の級等による加算

措置 措置 措置

・役職加算 5％～15％ ・役職加算 5％～20％ ・役職加算 5％～20％

・管理職加算 10％～25％ ・管理職加算 10％～25％

(注)（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（参考）勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

人事評価が未実施のため、成績率に差を設けず、一律に支給（145/100）しています。

(2) 退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 勤続20年

勤続25年 勤続25年

勤続35年 勤続35年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

　退職時特別昇給

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当（平成19年４月１日現在）

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

東京都特別区

大阪市等

横浜市等

千葉市等

仙台市等

札幌市等

※平成18年度は、役職加算の凍結を実施

6 ％ － 6 ％

3 ％ － 3 ％

12 ％ － 12 ％

10 ％ － 10 ％

18 ％ － 18 ％

15 ％

1.45月分3.0月分 3.0月分 1.45月分

（0.75月分） （0.75月分）

23.50月分 30.55月分 

33.50月分 41.34月分 

－

職制上の段階、職務の級等による加算

23.50月分 

国の制度（支給率）

30.55月分 

33.50月分 41.34月分 

支給対象地域

勤勉手当

－
1,517 千円 1,677 千円

勤勉手当

59.28月分 

期末手当

（1.6月分）

47.50月分 

北海道 国長万部町

勤勉手当

自己都合 勧奨・定年勧奨・定年

国

自己都合

長万部町

59.28月分 

支給率 支給対象職員数

15 ％ －

－

47.50月分 59.28月分 

59.28月分 59.28月分 59.28月分 

12,525 千円 26,754 千円

勧奨の場合、56歳以上勤続20年以上で退職日から６月
遡及し、定年との年齢差１年につき４号俸で最高８号俸

期末手当 期末手当

1.45月分

（1.6月分） （1.6月分）

※平成18年度は、役職加算の凍結を実施

（0.75月分）

3.0月分

１人当たり
平均支給額
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(4) 特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

手当の種類（手当数）

(5) 時間外勤務手当

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給実績（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

月額 100,000円 

6,800円 夜間看護業務手当
夜間看護業務に従事した看
護師

町立病院の看護師として正規の勤務
時間による勤務の一部又は全部が
深夜において行われる看護等の業
務に従事したとき

１回当たり

医師業務手当 医師業務に従事した医師
町立病院の医師として医療業務に従
事したとき

医師

150,000円 

副院長 月額 130,000円 

病院長 月額

500円 

ごみ処理業務手当
ごみ処理業務に従事した職
員

ごみ処理施設において、ごみの焼
却、廃棄、不燃物の区分に従事した
とき

月額 4,000円 

消火作業手当
消火作業に従事した消防吏
員

火災のため、出動かつ消火のため放
水し消防長が認めたとき

１回当たり

500円 

救急業務手当
救急業務に従事した消防吏
員

救急車の出動要請により出動し、傷
病人の措置及び救助活動を行い消
防長が認めたとき

１回当たり 500円 

有害鳥虫駆除業務手当
有害鳥虫駆除業務に従事し
た職員

１回当たり

500円 

1,000円 

野犬掃とう業務手当
野犬掃とう業務に従事した
職員

野犬掃とうのため薬物投与、捕かく、
死がいの回収に従事したとき

１回当たり

感染症防疫業務手当
感染症発生に伴う防疫業務
に従事した職員

感染症が発生し、若しくは発生するお
それのある場合において、感染症の
患者若しくは感染症の疑いのある者
の救護若しくは移送若しくは感染症
の病原体に汚染された物件若しくは
汚染された疑いのある物件の処理作
業に従事したとき

１回当たり

行路死亡人の引受け、引渡し、埋
葬、発掘に従事又は立会いしたとき

日額

左記職員に対する支給単価

3,000円 

区分 全職種

9,679 千円

193,586 円

主な支給対象業務

行路死亡人取扱業務手当
行路死亡人取扱い業務に従
事した職員

31.1 ％

9

手当の名称 主な支給対象職員

蜂、カラスの巣、毒蛾等の駆除に従
事したとき

16,933 千円

128 千円

20,779 千円

153 千円
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(6) その他の手当（平成19年４月１日現在）

－
（支給額）
　給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額×支給率
　　支給率　300㎞以上の異動　6/100
　　　　　　　 60㎞以上300㎞未満の異動　3/100

　在勤する公署を異にする60㎞以上の異動等をした職員に支給

170,057 円

－

広域異動手
当

同 －

15,233 千円 98,280 円
（支給額）
　世帯等の区分に応じた額
　　世帯主である職員（扶養親族のある職員）　23,360円
　　　　　　　　　　　　　（その他の世帯主）　　　　 13,060円
　　その他の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,800円

寒冷地手当

　11月から翌年３月までの各月に在職する職員に支給

同 －

90 千円 10,000 円
（支給額）
　管理職手当の支給を受ける職に応じて、勤務１回につき6,000
円～8,000円を支給、６時間を超える勤務は５割増

宿日直手当

　宿日直勤務を行った職員に支給

異 7,055 千円 271,346 円

（支給額）
　勤務の態様に応じ、その勤務１回につき次のとおりの額
　５時間未満の勤務は５割減
　　医師　　　　　　　　　 20,000円
　　医療技師、看護師　　2,500円
　　その他の職員　　　　 4,200円

管理職員特
別勤務手当

　管理又は監督の地位にある職員が、臨時又は緊急の必要等
により、週休日又は休日等に勤務した場合に支給

異

192,554 円（支給額）
　勤務１時間当たりの給与額×25/100×勤務時間数

管理職手当

　管理又は監督の地位にある職員に支給

異 14,130 千円 487,242 円

（支給額）
　職務の特殊性に基づいて指定された職につき次のとおりの額
　　病院長　137,700円　　副院長　102,800円　　医長　71,600円
　　課長、出納室長、事務長、事務局長、教育次長、消防長
　　41,600円
　　課長補佐　31,700円
　　保育所長、看護師長、消防署長　23,800円

夜間勤務手
当

　正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給

同 －

9,523 千円

　借家・借間又は自宅に居住する職員及び単身赴任手当受給者
であって配偶者が借家・借間に居住する職員に支給

同 －

6,162 千円

－

（支給額）
　借家・借間居住職員（月額12,000円を超える家賃を支払ってい
る職員）
　　最高27,000円
　自宅居住職員
　　2,500円（自宅の新築・購入から５年間に限る）
　配偶者が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員
　　最高13,500円

3,338 千円
休日勤務手
当

　祝日法による休日等に勤務した職員に支給

同 － 64,197 円（支給額）
　勤務１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間数

住居手当

1,025 千円 33,058 円

（支給額）
　交通機関等の利用者
　　６箇月定期券等の価額により一括支給
　　ただし、１箇月当たり55,000円が支給限度額
　自動車等の交通用具使用者
　　通勤距離に応じた月額（2,000円～24,500円）を毎月支給

単身赴任手
当

　異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し
て単身で生活する職員に支給

同 － －
（支給額）
　配偶者宅との交通距離に応じ月額23,000円～68,000円を支給

通勤手当

　通勤距離が片道２km以上である職員に支給

同 －

20,517 千円 205,166 円
（支給額）
　配偶者　13,000円
　配偶者以外　各6,500円
　子（16歳年度初め～22歳年度末）　加算5,000円

手当名

扶養手当

　扶養親族のある職員に支給

同 －

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（18年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額
（18年度決算）

支給額
　4,200円～20,000円

支給額
　46,300円～146,400円

支給額
　4,000円～18,000円

内容及び支給単価
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５　特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日）

／

／

／

（18年度支給割合）

（18年度支給割合）

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

（注）１　給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合に

        おける退職手当の見込額です。

　　　３　退職手当の算定方式の給料月額は、削減前の金額です。

区分 給料月額等

370,000 円

期
末
手
当
等

－

議長 250,000 円

町長
648,000 円

850,000 円

360,000 円

－ ／

給
料

／ 360,000 円
( 810,000 円）

教育長

552,500 円
680,000 円

( 650,000 円）

（参考）類似団体における最高／最低額

( 580,000 円）

116,400 円

／

4.30月分
役職加算　15％

17,214 千円

8,723 千円

任期毎

任期毎

185,000 円

522,000 円

報
酬

192,400 円

副議長 205,000 円 320,000 円 131,900 円

常任委員長・
議会運営委員長

－ ／ －

副町長

議員 175,000 円 300,000 円

町長

副町長 4.45月分(教育長は､期末手当3.0月分､勤勉手当1.45月分)
役職加算　15％（平成18年度は、役職加算の凍結を実施）

一般の職員に準じて、通勤手当及び寒冷地手当を支給

備考

教育長

議長

副議長

常任委員長・
議会運営委員長

教育長

議員

退
職
手
当

町長 給料月額×勤続期間（年）×531.3/100

教育長 給料月額×勤続期間（年）×293.7/100

副町長 給料月額×勤続期間（年）×335.5/100

諸
手
当

町長

副町長

6,814 千円 任期毎
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６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

〈参考〉

人口１万人当たり職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数

〈参考〉

人口１万人当たり職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数

〈参考〉

人口１万人当たり職員数

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。（教育長を含みます）

      ２　［　］内は、条例定数の合計です。

(2) 年齢別職員構成の状況（平成19年４月１日現在）

　

5人 12人 29人 152人15人 12人 16人 20人 24人 19人

60歳
以上

計
36歳
～

39歳

40歳
～

43歳

44歳
～

47歳

48歳
～

51歳

52歳
～

55歳

56歳
～

59歳

　　　　　　　　　　　　　区分
部門

職員数 対前年

平成19年 平成18年 増減数

154 人

123 人)

20 △ 1 欠員不補充

109 △ 7

総務 18 19

20歳
～

23歳

24歳
～

27歳

28歳
～

31歳

32歳
～

35歳

職員数

議会 3 3

主な増減理由

14 15 △ 1 土木業務の組織見直し

11

71 77

8

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

税務 8

農林水産 7

民生

戸籍等窓口業務の組織見直し△ 1

0

労働 0

水産業業務の組織見直し

1 0

8

0

下水道 3 3

小計

12 △ 3 公衆衛生業務の組織見直し

0

衛生 9

△ 1

土木

11

商工 1

97 人)

教育部門 12 12 0

△ 6 107 人計

会
計
部
門

公
営
企
業
等

病院 33 34

51 52

19

小計 102

△ 1

消防部門

機能回復訓練業務の組織見直し

水道 5 5 0

0

その他 10 10 0

△ 1

合計
153 161 △ 8

[ 201 ] 230 人[ 201 ] [ 0 ]

区分
20歳
未満

0

5

10

15

20
構成比

５年前の構成比

20
歳
未
満

21

｜

23

24

｜

27

28

｜

31

32

｜

35

36

｜

39

40

｜

43

44

｜

47

48

｜

51

52

｜

55

56

｜

59

60
歳
以
上
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況

①　平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）長万部町集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）

（注）１ 計画期間は、平成17年～平成22年の５年間です。

　　　２ （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。

　　　３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の

        累計を示します。

純減率

職員数 167 162 153 （82.4％） 150

△ 14 △ 17差引 △ 5 △ 9

増員 2 1 3

17

17年～22年 （参考）

計画前年 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 計 数値目標

平成17年4月1日 平成22年3月31日 17人（10.2％）の純減

　　　　　　　　　　　区分
部門

17年 18年 19年 20年 21年 22年

167人 150人 △ 17 人 △ 10.2 ％

純減数
平成22年４月１日

職員数
平成17年４月１日

職員数

計画期間
数値目標

始期 終期

全職種

減員 7 10
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７　公営企業職員の状況

(1) ガス事業

　①　職員給与費の状況

ア　決算

（注）総費用、純損益又は実質収支及び職員給与費は、「地方公営企業決算状況調査」によります。

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　職員数は、18年４月１日現在の人数です。

イ　特記事項

　一般職員と同様に給与抑制措置を実施しています。

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成19年４月１日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（18年度) １人当たり平均支給額（18年度)

（18年度支給割合）

一般職員と同じ

（加算措置の状況）

一般職員と同じ

イ　退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率）

一般職員と同じ

（参考）

17年度の総費用に占める
職員給与費比率

総費用に占める職
員給与費比率

純損益又は
実質収支

職員給与費総費用

A B B/A

18年度 93,583 千円 △ 10,143 千円 34,766 千円 37.1 ％ 38.5 ％

区分
給与費

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　 　　B

１人当たり (参考)ガス事業団体

給与費B/A 平均一人当たり給与費

18年度 5 人 19,640 千円 2,263 千円 7,555 千円 29,458 千円 5,892 千円 6,789 千円

492,988 円

基本給 平均月収額

長万部町 43.9 歳 339,050 円

区分 平均年齢

団体平均 43.3 歳

団体平均

1,511 千円 1,701 千円

362,328 円 566,237 円

長万部町

長万部町 団体平均

１人当たり
平均支給額

自己都合 勧奨・定年

7,770千円 
１人当たり
平均支給額

－ －

職員数

区分
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ウ　地域手当（平成19年４月１日現在）

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

東京都特別区

大阪市等

横浜市等

千葉市等

仙台市等

札幌市等

エ　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

　ガス事業の職員に支給される特殊勤務手当はありません。

オ　時間外勤務手当

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給実績（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）

　④　定員管理の数値目標及び進捗状況

町全体で定員適正化計画を策定しているため、省略します。

管理職手当 一般職員と同じ 同 － 122 千円

－

－

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

18 ％ － 18 ％

15 ％ － 15 ％

6 ％ － 6 ％

12 ％ － 12 ％

10 ％ － 10 ％

3 ％ － 3 ％

383 千円

77 千円

338 千円

66 千円

手当名 内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同

一般行政職の制度
と異なる内容

24 千円 24,000 円

扶養手当 一般職員と同じ 同 －

支給実績
（18年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（18年度決算）

768 千円 192,000 円

－ －

通勤手当 一般職員と同じ

単身赴任手当 一般職員と同じ 同 －

同 －

402 千円 201,000 円

同 － 303 千円 60,510 円

同 －

－ －

管理職員特別
勤務手当

一般職員と同じ 同 － －

宿日直手当 一般職員と同じ 同 － －

寒冷地手当 一般職員と同じ 同 －

－ －

122,320 円

－

－

112,980 円565 千円

同 －夜間勤務手当 一般職員と同じ

休日勤務手当 一般職員と同じ

住居手当 一般職員と同じ

広域異動手当 一般職員と同じ 同 －
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(2) 水道事業

　①　職員給与費の状況

ア　決算

（注）総費用、純損益又は実質収支及び職員給与費は、「地方公営企業決算状況調査」によります。

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。

　　　２ 職員数は、18年４月１日現在の人数です。

イ　特記事項

　一般職員と同様に給与抑制措置を実施しています。

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成19年４月１日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（18年度) １人当たり平均支給額（18年度)

（18年度支給割合）

一般職員と同じ

（加算措置の状況）

一般職員と同じ

イ　退職手当（平成19年４月１日現在）

（支給率）

一般職員と同じ

（参考）

17年度の総費用に占める
職員給与費比率

－
１人当たり
平均支給額

16,217千円 

長万部町 団体平均

自己都合 勧奨・定年

１人当たり
平均支給額

－

17.6 ％

A B B/A

18.1 ％18年度 158,605 千円 △ 1,999 千円 28,746 千円

職員数 給与費

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当

１人当たり

計 　　B 給与費B/A

総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める職

員給与費比率

(参考)水道事業団体

平均一人当たり給与費

18年度 5 人 16,482 千円 1,611 千円 6,221 千円 24,314 千円 4,863 千円 6,895 千円

区分

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

長万部町 39.8 歳 249,648 円 410,103 円

1,785 千円

団体平均 45.3 歳 375,666 円 572,943 円

長万部町 団体平均

1,244 千円

区分
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ウ　調整手当（平成19年４月１日現在）

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

東京都特別区

大阪市等

横浜市等

千葉市等

仙台市等

札幌市等

エ　特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）

　水道事業の職員に支給される特殊勤務手当はありません。

オ　時間外勤務手当

支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給実績（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）

　④　定員管理の数値目標及び進捗状況

町全体で定員適正化計画を策定しているため、省略します。

438 千円寒冷地手当 一般職員と同じ 同 －

宿日直手当 一般職員と同じ

87,600 円

－ －

－ －

－

同 －

管理職員特別
勤務手当

一般職員と同じ 同 －

－

夜間勤務手当 一般職員と同じ

管理職手当 一般職員と同じ 同 －

同 － －

378 千円 189,000 円

16 千円 7,917 円

－ －

－

休日勤務手当 一般職員と同じ 同 －

住居手当 一般職員と同じ 同 －

－ －

通勤手当 一般職員と同じ

単身赴任手当 一般職員と同じ 同 －

同 －

支給実績
（18年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（18年度決算）

563 千円 281,500 円

24 千円 24,000 円

扶養手当 一般職員と同じ 同 －

42 千円

71 千円

14 千円

手当名 内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同

一般行政職の制度
と異なる内容

3 ％ － 3 ％

208 千円

10 ％ － 10 ％

6 ％ － 6 ％

15 ％ － 15 ％

12 ％ － 12 ％

18 ％ － 18 ％

－

－

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

広域異動手当 一般職員と同じ 同 －
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